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Ⅰ.飯島町地域公共交通の現状と課題
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飯島町の地域公共交通を取り巻く状況①

モータリゼーションの進展や人口減少などによって、地域公共交通の利用者は減
少傾向にあり、交通事業者の独立採算では維持することが困難なっています。一方、
高齢化の進展によって、免許返納後の移動手段が求められるなど、地域公共交通の
必要性は高まっています。

地域の公共交通を取り巻く環境は、今後さらなる少子高齢社会となり
大きな転換点を迎える・・・

項目
伊那市 駒ヶ根市 辰野町 箕輪町 中川村 南箕輪村 宮田村 飯島町

① 市町村内の移動

市町村が運営
する公共交通

路線バス
デマンド交通
（ぐるっとタク
シー、デジタルタ

クシー）

路線バス
デマンド交通
ライドシェア

路線バス
デマンド交通

路線バス
デマンド交通

路線バス
デマンド交通

※村直営
路線バス ─

路線バス
デマンド交通

主な利用者
交通弱者、高校
生・養護学校生、

小学生

高齢者
観光客

高齢者
小学生

高齢者
中学生

高校生
高齢者

高校生
養護学校生
高齢者

高齢者
障がい者

高齢者

主な接続先
ＪＲ駅、バスター
ミナル、医療機関

ＪＲ駅、バスター
ミナル、医療機関、
駒ケ根ファームス、
養命酒

ＪＲ駅、スーパー、
役場、医療機関、
金融機関等

ＪＲ駅、役場、医
療機関、スーパー、
ながたの湯等

ＪＲ駅、役場、医
療機関、スーパー
等

ＪＲ駅、役場、学
校、大芝高原等

医療機関、役場、
スーパー

ＪＲ駅、役場、医
療機関等

課題等

①利用者状況によ
る路線の見直し
②運転手の確保
③財政負担

①利用者の減少
②タクシー事業者
との共存
③財政負担

①デマンド交通予
約の煩雑さ
②運転手の確保
③財政負担

①運転手の確保
②財政負担

①運転手の高齢化
②デマンド交通の
乗り合い率の向上
③料金体系の研究

①路線・停留所の
見直し

①タクシー事業者
の維持

①利用者減少
②運転手の確保
③事業者の動向
④財政負担

② 市町村間の移動

ＪＲ、バス
（伊那本線、西箕
輪線、高速バス）

ＪＲ、バス
（高速バス）

ＪＲ、バス
（高速バス）

ＪＲ、バス
（伊那本線、高速
バス）

ＪＲ、バス
（高速バス）

ＪＲ、バス
（伊那本線、西箕
輪線、高速バス）

ＪＲ、バス
（伊那本線、高速
バス）

ＪＲ、バス
（高速バス）

上伊那郡内の交通状況

※モータリゼーションとは、自動車の普及による社会の変化を指す言葉で、自動車が日常生活で欠かせないものとなる現象
※コミュニティバスとは、地域住民の生活を支えるために、自治体などが運行するバスのこと
※デマンド型交通とは、利用者の需要や要望に応じて、予約により運行する公共交通システムのこと
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飯島町の地域公共交通を取り巻く状況②

（出所）飯島町人口ビジョン（2025（令和７）年７月改訂）（図表１、図表２）

      
            

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
          

     
               

                        

          
     

     

     

     

     
     

     
     

     
     

               

     

     
          

     
               

     
          

     
     

     
     

 

     

     

     

     

      

      

                                                                           

       

    

      

    

   

Ｈ２ Ｈ７ Ｈ  Ｈ  Ｈ  Ｈ  R２ R７ R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

    割合 18.1% 15.7% 14.8% 13.2% 11.8% 11.7% 11.1% 9.5% 8.6% 9.3% 11.3% 12.8% 13.2% 13.0% 12.6%

      割合 63.5% 62.4% 60.4% 60.2% 57.7% 54.7% 51.9% 51.3% 51.5% 50.5% 47.6% 45.9% 46.6% 47.9% 49.9%

    割合 18.4% 21.9% 24.8% 26.6% 30.5% 33.6% 37.0% 39.1% 39.9% 40.2% 41.1% 41.3% 40.2% 39.1% 37.4%

図表２ 総人口・年齢３区分別人口の推移
（人口の将来展望）
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図表１ 人口・世帯の推移

飯島町の人口の現状分析

人口の推移を見ると20年前まではおおむね１万人を維持していました。1995年
（平成７年）をピークに減少に転じ、2024年（令和６年）には8,554人となり、約
30年間で約2,400人、２割以上の減少となっています。
一方、世帯数は一貫して増加傾向にあり、1965年（昭和40年）の2,326世帯から

2024年（令和６年）には3,555世帯と約1.5倍に増加しました。
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飯島町の地域公共交通を取り巻く状況③
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図表３ 年度別利用実績

【令和６年度】
●運行日数：令和６年４月１日～令和７年３月31日（240日）
●利用状況：前年度比較7.8ポイント減少

①地域線：約1,000人
1,000人／運行日数240日＝4人／日

②病院線：約1,500人
1,500人／運行日数240日＝６人／日

●事業費：約15,200千円
（需用費681千円、役務費65千円、委託料14,440千円、公課費14千円）

●特定要件者登録制度（自宅付近の公道で乗降可）：
①登録者数58名（令和7年3月末時点）前年比17人増

●飯島町運転免許証自主返納等支援事業：
①乗車券5,000円分（200円×25枚綴）を交付
②申請者数33名（令和7年3月末時点）前年比15名増

福祉タクシー券事業

【事業対象者】
●令和５年度までは、高齢者世帯の65歳以上の者で、交通手段がない
者又は日中高齢者のみになり、交通手段がない世帯の者

●令和６年度から、65歳以上の者で、自身による交通手段がない者
●１枚700円（初乗り700円）
●年間１人36枚配布（郵送）
【令和６年度】
●事業費：6,840千円
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図表４ 年度別利用実績

（250人）【対象者】 （247人） （241人） （342人） （372人） （403人） （408人）

（出所）企画政策課企画係資料（図表４）（出所）企画政策課企画係資料（図表３）

（406人） （372人） （515人）
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飯島町の地域公共交通を取り巻く状況④

ＪＲ飯田線の駅別乗降客数

少子高齢社会が地域の公共交通に与える影響は・・・

利用者減によ

る運行本数の

減少

サービス低下による

さらなる利用者減少

通期通勤、通

学者（利用

者）の減少 利用者減少の負のスパイラルに陥ってしまう

政府が公開する統計データによると、ＪＲ飯田線の停車駅の中で最も１日の平均乗降客数が多い駅は豊橋駅であり、その数は７万7,610人となっています。２位は豊川駅（5,568人）、
３位は伊那市駅（1,832人）です。

■ＪＲ飯田線の停車駅の駅別乗降客数（人／日）をランキングで⽰すと下表になります。（全93駅※辰野町なし）

順位 駅名 2019 2020 2021 2022

１ 豊橋 92,851 60,204 68,682 77,610

３ 伊那市 2,377 1,973 1,748 1,832

７ 飯田 1,654 1,344 1,252 1,233

15 駒ヶ根 949 807 753 831

28 飯島 509 424 424 443

37 七久保 269 256 264 269

64 伊那本郷 73 82 73 69

69 田切 87 77 53 49

71 高遠原 43 33 33 35

（出所）統計情報リサーチ



Ⅱ.地域公共交通計画の策定に向けて
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１.地域公共交通計画とは

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（令和２年11月改正）に基づいた法定計画
・「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする地域公共交通マスタープラン
・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第１項による地域公共交通計画作成の努力義務化

２.計画作成の目的

飯島町第６次総計画（総合戦略）改訂版、
飯島町都市計画マスタープラン※１、飯島
町立地適正化計画※２等の関連する計画と
の整合性を図りながら、公共交通における
長期的な基本方針を⽰すとともに、地域の
特性にあった持続可能な公共交通体系を確
立する。

（仮称）飯島町こども計画の概要
３.計画の位置づけ

・飯島町第６次総合計画（総合戦略）
改訂版（令和７年９月）

・計画期間：令和８年度～令和12 年度

（出所）飯島町第６次総合計画改訂版（2025年（令和７年）９月）概要版

※１ 飯島町都市計画マスタープラン（令和８年３月）完成予定
※２ 飯島町立地適正化計画（令和８年３月）完成予定

７



４.飯島町公共交通計画の基本事項

８

５.公共交通における全国的な問題点

・公共交通機関の利用者の減少
・交通事業者の運転者不足
・運転免許証返納者の増加

・計画の区域：飯島町全域
・計画の対象：鉄道・路線バス、デマンド交通、スクールバス等
・計画の期間：2028（令和10）年度～2030（令和12）年度の３ヵ年計画を想定

６.飯島町の公共交通をとりまく主な課題

・路線バスを中心とした既存の公共交通の本数・
運行区間の限界

・運行エリア・時間帯の制約、運転手不足などに
より利便性が十分に確保されていない状況

・免許返納後の移動手段の確保が難しくり、医療
機関・介護拠点・買い物施設等へのアクセスが
脆弱になるケースの増

・日常の買い物や生活利便性の低下が地域の活力
低下にもつながることによる、商店の維持や高
年齢者の外出機会の確保への影響

・交通空白対策に必要な財源の確保と継続的な運
用体制の確立が不可欠である点

条件
総人口

(2025.9.1)
人口カバー率
（人口）

空白地域人口率
（人口）

ＪＲ駅 半径1,500ｍ

8,809人

89.5％（7,884人）
97.4％

（8,582人）

10.5％（925人）

バス停 半径300ｍ 86.3％（7,601人） 13.7％（1,208人）

ＪＲ飯島駅

ＪＲ田切駅

ＪＲ本郷駅

ＪＲ七久保駅

ＪＲ高遠原駅

■公共交通空白地域の現状
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策定
スケジュール

国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通調査事業）を活用し、令和８、９年度の２ヵ年で策定を進める。

2026
（令和８年度）

「地域公共交通計画策定に資する基礎資料作成業務」
・計画を策定するにあたり、町民・利用者等の多様な移動ニーズや利用実態を把握・評価したうえで、本町における地域公共交通の課題を整理する。

2025年度
（令和７年度）

計画の策定に向けた体制の整備と構築・進め方の決定

タスク ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

交通会議 ●

①要綱等整理

②概況・現況整理等

タスク ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

交通会議 ● ●

①町の現状把握

②公共交通の現状把握

③利用実態調査

④利用者の移動特性やニーズの把握（アンケート）

⑤関係者ヒアリング

結果分析

内容検討・実施

内容検討・実施

内容検討・実施

内容検討・実施

過年度データ等に基づく整理 整理

2027年度
（令和９年度）

「地域公共交通計画策定支援業務」令和８年度に実施した各種ニーズ調査や地域公共交通の課題の整理を踏まえ、地域公共交通計画を策定するために必要な目指す将来像、基本方針、
基本目標等の設定、目標を達成するために行う事業及びその実施主体等を検討するとともに、全国の公共交通に関する優良事例の調査等を参考にしながら、効果的、かつ導入可能なス
キームを検討し、計画書のとりまとめを行う。

タスク ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

交通会議 ● ● ●

①方針・目標・区域の設定設定

②事業・実施主体検討

③優良事例導入検討

④パブリックコメント

⑤完成

計画案
確定

検討・案作成 交通会議意見反映・案作成

検討・案作成 交通会議意見反映・案作成

優良事例調査 導入可能性検討 案作成

準備・実施

意見反映・完成

７.策定スケジュール

※１「中間案」を完成させ「飯島町」へ提出
※２「飯島町」は中間案を庁内協議、議会へ説明



８.公募型プロポーザルによる業者選定

・地域公共交通計画は、都市計画等との調和が保たれたものでなければならない（地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律第５条第６項）

・「『交通空白』解消に向けた取組方針2025」における取組方針に基づき、全ての要モニタリング地区を位置づける
計画の策定

・具体的な地域名に加え、居住誘導区域や都市機能誘導区域を明記し、立地適正化計画など関連する都市計画と連携方
針を⽰したうえで計画を策定

・医療・介護・教育等の地域課題に対する取組みを計画に盛り込み策定
・アップデートガイダンスをはじめとするアップデートポータル上に記載された内容を参照し計画を策定
（国土交通省「MOBILITY UPDATEU PORTAL」自治体や事業者向けの実務支援サイト）
・業務委託費については、国による支援（国庫補助金）「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通調査
事業）」を活用する予定（令和８年度）

＜プロポーザル実施スケジュール（予定）＞

（参考）立地適正化計画とは、都市再生特別措置法（平成12年法律第14号）第81条も基づき市町村が策定する計画です。人口減少や高齢化社会に対応し、医療・福祉・商業施設と住
宅を一定のエリアに集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」を推進する行動計画です。住民を集める「居住誘導区域」と、都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」
を定め、持続可能なまちづくりと安全な生活環境の維持を目指します。
飯島町立地適正化計画（令和８年３月策定予定）、計画期間：令和８（2026）年度～令和27（2045）年度

期日 内容 備考

令和８年４月６日（月） 実施公告（実施要領等の公表）

令和８年４月24日（金） 【第一次】参加申込書の提出期限※参加申込が４者以上の場合実施

令和８年５月１日（金） 質問受付期限（受付締切） 電子メール

令和８年５月８日（金） 質問に対する回答 電子メール

令和８年５月15日（金） 企画提案書提出期限（提出締切）

令和８年５月25日（月） 【第二次】審査員会（プレゼンテーション審査） 事業者の決定

令和８年５月28日（木） 審査結果通知

令和８年６月１日（月） 契約締結・業務開始予定
10

令和８年度飯島町地域公共交通計画策定業務委託に係るプロポーザル実施要領参照



Ⅲ.地域公共交通計画のポイント

11
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地域公共交通計画の法定の記載事項

■ 記載事項
（地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律第５条第２項）

① 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再⽣の推進に関
する基本的な方針

② 地域公共交通計画の区域
③ 地域公共交通計画の目標

※目標設定に当たり、地域旅客運送サービスについての利用者の数、収支、地域旅客運送サービスの費用に対する国及び地方

公共団体の負担に関する金額、その他必要と認める事項について定量的な目標を設定するよう努めるものとする（地域公共
交通の活性化及び再⽣に関する法律第５条第４項、地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律施⾏規則第10条の２）

④ 前号の目標を達成するために⾏う事業及びその実施主体に関する事項
※本事項において、地域公共交通特定事業に関する事項も記載可能（地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律第５条第５

項）

⑤ 地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項
⑥ 計画期間
⑦ 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

■ 記載に努める事項
（地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律第５条第３項）

① 計画に定められた目標を達成するために⾏う事業に必要な資金の確保に関する事項
② 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携に関する事項

※立地適正化計画
③ 観光の振興に関する施策との連携に関する事項
④ 前項①②③のほか、地域旅客運送サービスに持続可能な提供の確保に際し配慮すべき事項

（出所）国土交通省総合政策局地域交通課「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（理念編）【第４版】（令和５年10月）」

１.地域公共交通計画の記載項目
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地域公共交通計画は、法に基づく記載事項を踏まえ、計画を以下の内容で整理する予定です。

記載事項 本町における記載方針

①基本的な方針
地域公共交通の現状・問題点、課題の整理を踏まえ、計画が目指すべき将来像とそ
の中で公共交通が目指すべき役割を明確化し、取組の方向性を定めます。

②計画の区域
飯島町全域を基本とし、現況分析及び現況整理の結果を踏まえて計画の区域を決定
します。

③計画の目標
現況分析及び現況整理の結果を踏まえ、課題を整理し、課題解決及び①基本的な方
針の実現のため、計画期間中に達成すべきことをまちづくり全般に係る目標及び地
域旅客運送サービスに係る目標の視点から設定します。

④実施事業
①基本的な方針に沿った目標設定を行い、その達成のために実施する施策・事業を
検討します。

⑤実施主体 ④実施事業を実施する主体を明確にし、連携を図ります。

⑥計画の達成状況
の評価

③計画の目標及び④実施事業の達成状況を社会情勢を踏まえて評価します。目標値
について、実効性の高い指標を検討します。また、達成状況の評価方法・ＰＤＣＡ
の実施方法について整理します。

⑦計画期間 令和10年度から令和12年度までの３年間とします。

⑧その他 その他必要な事項があれば記載します。

記載事項の概要と本町における記載方針（案）

２.地域公共交通計画の内容
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（参考）飯島町地域公共交通計画策定イメージ

背景
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正
①令和２年改正のポイント：「地域公共交通網形成計画」から「地域公共交通計画」へ
②令和５年改正のポイント：地域関係者の連携・協働による「共創」による地域公共交通ネットワークの「リ・デザイン（再構築）」

目的
持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保し、地域住民や観光客などの幅広い利用者が利用しやすい交通サービスの提供を目指すため、共創を通
じたリ・デザインの視点から計画の策定

計画

飯島町地域公共交通計画（2028（令和10）年３月策定）予定

交通将来像 ●●●●●●

基本方針１ 飯島町の将来都市構造を支える公共交通ネットワークの形成

目標 町内の公共交通の利便性・生産性向上

基本方針２
広域連携・交流を促進する新たな広域路線の導入に向けた取組
の推進

目標 周辺市町村など広域的な移動手段の増加

基本方針３ わかりやすく・利用しやすい公共交通利用促進施策の展開

目標 公共交通の認知度・満足度の向上

公共交通軸 広域交流路線 地域交流路線 ⽣活交流路線 個別輸送

東海旅客鉄道（ＪＲ東海）
ＪＲ飯田線

─
いいちゃんバス

（病院線／飯島駅～駒ヶ根市）
いいちゃんバス

（地域線／デマンド型）
一般タクシー

方針

期間 2028（令和10）年度～2030（令和12）年度の３ヵ年計画を想定

１. ネットワークの利便性・持続可能性・生産性が向上するよう再構築（交通ＤＸ、交通ＧＸ、３つの共創）。
２. ダイヤや運賃などのサービス面の改善・充実についての取組。
３. 公共交通機関だけでなく、学校、福祉、病院等の送迎サービスなど地域の多様な輸送資源活用。
４. 実効性確保のため、定量的な目標設定、毎年度評価の仕組みの制度化、定量的データに基づいたＰＤＣＡサイクルの確立。

いいちゃんバス



Ⅳ.地域公共交通計画策定に係る調査等の
手続きについて
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飯島町地域公共交通計画策定に係る調査等の手続きについて（国庫補助事業イメージ）

背景
経緯

飯島町では、現在「飯島町第６次総合計画（飯島町デジタル田園都市国家構想総合戦略）（令和３年度～12年度）」で掲げた将来像の達成に
向け、町内の公共交通の利便性・生産性向上等の各種取組を進めている。
他方、「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和２年11月施行）」において「地域公共交通計画」の策定が規定された。
上記を踏まえ、飯島町地域公共交通協議会では、「飯島町地域公共交通計画（令和●年度～）」を策定するために、令和７年度より計画策定

に必要な調査に着手することとしている。

国から
の支援

地域公共交通計画策定に係る調査費用を対象として国の補助金支援制度が設けられていることから、令和●年度地域公共交通確保維持改善事
業費補助金（地域公共交通調査事業）へ飯島町地域公共交通協議会として申請（令和●年●月●日付）
なお、当該補助金交付に際して、国より以下の内容が注意事項として通知されている。

① 補助対象事業者の名義で契約を行ったものが補助対象となる。協議会名で交付決定を受けているものについては、自治体名での契約は原則、
補助対象外になる。（契約書・請求書等の名義を確認する。）

② 補助金の振込先口座は、協議会の口座である必要がある。（市町村の口座では補助金を受けることができない。）

対応

上記を踏まえ、以下の対応が必要であると整理する。
① 飯島町公共交通協議会会長名義の口座新規開設 ※補助金歳入及び調査事業費支出を行うためのもの（従前は町一般会計にて処理）
② 飯島町への負担金請求に係る処理 ※協議会の名義で調査事業を行うための費用を請求等するもの
③ 調査事業の発注に係る処理 ※コンサル業者と調査に係る業務委託契約を締結するもの
④ 補助金受入に係る処理 ※国からの補助金を受け入れるもの

手続き

以下のとおりの手続きにて実施することとする。

その他 ・新規に開設した口座の出入金については、年度の処理が完了した後に協議会へ報告するものとする。
・契約等に係る事務処理については、飯島町の規定に準拠する。

飯島町
⓪ （会）口座開設
① （会）町へ負担金概算請求
② （町）会へ負担金概算払
③ （会）事業者と業務委託契約
④ （会）事業者へ委託料支払
⑤ （会）国へ実績報告等手続き
⑥ （国）会へ補助金交付
⑦ （会）町へ不用額精算

国

補助主体

計画策定主体
・業務委託発注者
・国補助金受入者

飯島町地域公共交通協議会

事業者

調査主体
・業務委託受注者

①負担金概算払請求

②負担金概算払

⑦不用額精算
⑥補助金交付

⑤実積報告等

③契約

④支払
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その他頻出資料
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（出所）国土交通省「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き【実践編】第４版（令和５年10月）」20頁 18



（出所）令和８年１月８日付国土交通省北陸信越運輸局交通政策部交通企画課「令和8年度地域公共交通調査等事業に関する事業量調査実施」について
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（出所）令和７年９月11日付国土交通省北陸運輸局鉄道部「令和８年度国土交通省概算要求（鉄道関係）概要」について
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（出所）令和７年５月26日付国土交通省関東運輸局「フィーダ補助金のイロハ」


